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(57)【要約】
【課題】肌の保湿性を向上させる成分としてコラーゲンのみを配合した外用剤と比較して
、更に、肌の保湿性を向上させることができる外用剤を提供すること。
【解決手段】本発明の外用剤は、松樹皮抽出物、コラーゲンおよび成長因子（特に、ＥＧ
ＦまたはＥＧＦ様成分）を配合しているので、肌の保湿性を向上させる成分としてコラー
ゲンのみを配合した外用剤と比較して、肌の保湿性をより向上させることができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　松樹皮抽出物、コラーゲンおよび成長因子を配合することを特徴とする外用剤。
【請求項２】
　前記成長因子は、ＥＧＦ（Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ）成分で
あることを特徴とする請求項１記載の外用剤。
【請求項３】
　前記成長因子は、ツバメの巣に含有されるＥＧＦ（Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ
　Ｆａｃｔｏｒ）様成分であることを特徴とする請求項１記載の外用剤。
【請求項４】
　前記成長因子を、前記外用剤総重量に対し、０．０００１～０．５重量％配合している
ことを特徴とする請求項１から３に記載の外用剤。
【請求項５】
　前記松樹皮抽出物を、前記成長因子１重量部に対し、０．０１～１００重量部配合して
いることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の外用剤。
【請求項６】
　前記松樹皮抽出物を、前記外用剤総重量に対し、０．０００１～１重量％配合している
ことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の外用剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外用剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、シワの防止、肌のハリやツヤの改善に効果を発揮し、保湿性を向上させるこ
とを目的とした種々の外用剤が開発されている。これら外用剤には、肌の保湿性を向上さ
せるために、様々な成分が配合されている。近年においては、肌の保湿性を向上させるこ
とを目的として、コラーゲンを配合した外用剤（例えば、化粧品）が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２０２６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、外用剤の多種多様化の中、コラーゲンを配合した外用剤よりも、更に、肌の保
湿性を向上させることができる外用剤の提供が望まれていた。
【０００５】
　本発明は、上述の要望に応えたものであり、肌の保湿性を向上させる成分としてコラー
ゲンのみを配合した外用剤と比較して、更に、肌の保湿性を向上させることができる外用
剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の目的を達成するために、請求項１記載の外用剤は、松樹皮抽出物、コラーゲンお
よび成長因子を配合するものである。本発明において、成長因子とは、増殖因子とも呼び
、ＥＧＦ（Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ：上皮細胞増殖因子・表皮
成長因子）、ＦＧＦ（Ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ：線維芽細胞
増殖因子）、ＴＧＦ（Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎｇ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ：トラン
スフォーミング増殖因子）、ＩＧＦ（Ｉｎｓｕｌｉｎ－ｌｉｋｅ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃ
ｔｏｒ：インスリン様増殖因子）、ＨＧＦ（Ｈｅｐａｔｏｃｙｔｅ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａ
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ｃｔｏｒ：肝細胞増殖因子）、ＥＧＦ様成分（ＥＧＦ様成分とは、体内においてＥＧＦと
同様の作用を奏する成分）を含む概念である。また、本発明において、コラーゲンとは、
コラーゲンタンパク質のみに限定されず、コラーゲンタンパク質を加水分解して得られる
コラーゲンペプチドや、コラーゲン分子をプロテアーゼで処理し、テロペプチド部分を取
り除いたアテロコラーゲンも含む概念である。
【０００７】
　請求項２記載の外用剤は、請求項１記載の外用剤において、前記成長因子は、ＥＧＦ（
Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ）成分である。
【０００８】
　請求項３記載の外用剤は、請求項１記載の外用剤において、前記成長因子は、ツバメの
巣に含有されるＥＧＦ（Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ）様成分であ
る。なお、ＥＧＦ様成分とは、体内においてＥＧＦと同様の作用を奏する成分を示してい
る。
【０００９】
　請求項４記載の外用剤は、請求項１から３に記載の外用剤において、前記成長因子を、
前記外用剤総重量に対し、０．０００１～０．５重量％配合している。
【００１０】
　請求項５記載の外用剤は、請求項１から４のいずれかに記載の外用剤において、前記松
樹皮抽出物を、前記成長因子１重量部に対し、０．０１～１００重量部配合している。
【００１１】
　請求項６記載の外用剤は、請求項１から５のいずれかに記載の外用剤において、前記松
樹皮抽出物を、前記外用剤総重量に対し、０．０００１～１重量％配合している。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の外用剤は、松樹皮抽出物、コラーゲンおよび成長因子（特に、ＥＧＦまたはＥ
ＧＦ様成分）を配合しているので、肌の保湿性を向上させる成分としてコラーゲンのみを
配合した外用剤と比較して、肌の保湿性をより向上させることができるという効果がある
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について説明する。なお、本発明は、後述する実施形態の記載
により限定して解釈されるものではなく、特許請求の範囲における記載の範囲内で種々の
変更が可能である。
【００１４】
　本発明の外用剤は、松樹皮抽出物、コラーゲンおよび成長因子を配合することを特徴と
する。また、本発明の外用剤に配合される成長因子は、ＥＧＦ（Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ　Ｇ
ｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ）成分またはツバメの巣に含有されるＥＧＦ様成分であること
を特徴とする。また、本発明の外用剤は、成長因子を、外用剤総重量に対し、０．０００
１～０．５重量％配合していることを特徴とする。また、本発明の外用剤は、松樹皮抽出
物を、成長因子１重量部に対し、０．０１～１００重量部配合していることを特徴とする
。更に、本発明の外用剤は、松樹皮抽出物を、外用剤総重量に対し、０．０００１～１重
量％配合していることを特徴とする。
【００１５】
（松樹皮抽出物について）
　松樹皮抽出物としては、フランス海岸松（Ｐｉｎｕｓ　Ｍａｒｔｉｍａ）、カラマツ、
クロマツ、アカマツ、ヒメコマツ、ゴヨウマツ、チョウセンマツ、ハイマツ、リュウキュ
ウマツ、ウツクシマツ、ダイオウマツ、シロマツ、カナダのケベック地方のアネダ等の樹
皮抽出物が好ましく用いられる。中でも、フランス海岸松の樹皮抽出物が好ましく用いら
れる。
【００１６】



(4) JP 2012-201670 A 2012.10.22

10

20

30

40

50

　フランス海岸松は、南仏の大西洋沿岸の一部に生育している海洋性松をいう。このフラ
ンス海岸松の樹皮は、フラボノイド類であるプロアントシアニジン（ｐｒｏａｎｔｈｏｃ
ｙａｎｉｄｉｎ）を主要成分として含有する他に、有機酸及びその他の生理活性成分等を
含有している。この主要成分であるプロアントシアニジンには、活性酸素を除去する強い
抗酸化作用があることが知られている。
【００１７】
　松樹皮抽出物は、上述の松の樹皮を水及び／又は有機溶媒で抽出して得られる。水を用
いる場合には温水、または熱水が用いられる。抽出に用いる有機溶媒としては、メタノー
ル、エタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノー
ル、ブタン、アセトン、ヘキサン、シクロヘキサン、プロピレングリコール、含水エタノ
ール、含水プロピレングリコール、エチルメチルケトン、グリセリン、酢酸メチル、酢酸
エチル、ジエチルエーテル、ジクロロメタン、食用油脂、１，１，１，２－テトラフルオ
ロエタン、１，１，２－トリクロロエテン等の食品または薬剤の製造に許容され得る有機
溶媒が好ましく用いられる。これらの水、有機溶媒は単独で用いてもよいし、組合わせて
用いてもよい。特に、熱水、含水エタノール、含水プロピレングリコール等が好ましく用
いられる。
【００１８】
　松樹皮抽出物を松樹皮から抽出する方法については特に制限はないが、例えば、加温抽
出法、超臨界流体抽出法などが用いられる。
【００１９】
　超臨界流体抽出法とは、物質の気液の臨界点（臨界温度、臨界圧力）を超えた状態の流
体である超臨界流体を用いて抽出を行う方法である。超臨界流体としては、二酸化炭素、
エチレン、プロパン、亜酸化窒素（笑気ガス）等が用いられるが、二酸化炭素が好ましく
用いられる。
【００２０】
　超臨界流体抽出法では、目的成分を超臨界流体によって抽出する抽出工程と、目的成分
と超臨界流体を分離する分離工程とを行う。分離工程では、圧力変化による抽出分離、温
度変化による抽出分離、吸着剤・吸収剤を用いた抽出分離のいずれを行ってもよい。
【００２１】
　また、エントレーナー添加法による超臨界流体抽出を行ってもよい。この方法は、抽出
流体に、例えば、エタノール、プロパノール、ｎ－ヘキサン、アセトン、トルエン、その
他の脂肪族低級アルコール類、脂肪族炭化水素類、芳香族炭化水素類、ケトン類を２～２
０Ｗ／Ｖ％程度添加し、この流体を用いて超臨界流体抽出を行うことによって、ＯＰＣ（
ｏｌｉｇｏｍｅｒｉｃ　ｐｒｏａｎｔｈｏｃｙａｎｉｄｉｎ：オリゴメリック・プロアン
トシアニジン）、カテキン類などの目的とする抽出物の抽出溶媒に対する溶解度を飛躍的
に上昇させる、あるいは分離の選択性を増強させる方法であり、効率的な松樹皮抽出物を
得る方法である。
【００２２】
　超臨界流体抽出法は、比較的低い温度で操作できるため、高温で変質・分解する物質に
も適用できるという利点、抽出流体が残留しないという利点、溶媒の循環利用が可能であ
るため、脱溶媒工程などが省略でき、工程がシンプルになるという利点がある。
【００２３】
　また、松樹皮からの抽出は、上述の抽出法以外に、液体二酸化炭素回分法、液体二酸化
炭素還流法、超臨界二酸化炭素還流法等により行ってもよい。
【００２４】
　松樹皮からの抽出は、複数の抽出方法を組み合わせてもよい。複数の抽出方法を組み合
わせることにより、種々の組成の松樹皮抽出物を得ることが可能となる。
【００２５】
　上述した抽出により得られた松樹皮抽出物は、限外濾過、あるいは吸着性担体（ダイヤ
イオンＨＰ－２０、Ｓｅｐｈａｄｅｘ－ＬＨ２０、キチンなど）を用いたカラム法または
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バッチ法により精製を行うことが安全性の面から好ましい。
【００２６】
　本発明の外用剤に配合される松樹皮抽出物は、具体的には、以下のような方法により調
製されるが、これは例示であり、この方法に限定されない。
【００２７】
　フランス海岸松の樹皮１ｋｇを、塩化ナトリウムの飽和水溶液３Ｌに入れ、１００℃に
て３０分間抽出し、抽出液を得る（抽出工程）。その後、抽出液を濾過し、得られる不溶
物を塩化ナトリウムの飽和溶液５００ｍＬで洗浄し、洗浄液を得る（洗浄工程）。この抽
出液と洗浄液を合わせて、松樹皮の粗抽出液を得る。
【００２８】
　次いで、この粗抽出液に酢酸エチル２５０ｍＬを添加して分液し、酢酸エチル層を回収
する工程を５回繰り返す。回収した酢酸エチル溶液を合わせて、無水硫酸ナトリウム２０
０ｇに直接添加して脱水する。その後、この酢酸エチル溶液を濾過し、濾液を、元の５分
の１の量になるまで減圧濃縮する。そして、濃縮された酢酸エチル溶液を２Ｌのクロロホ
ルムに注ぎ、攪拌して得られる沈殿物を濾過して回収する。その後、この沈殿物を酢酸エ
チル１００ｍＬに溶解した後、再度１Ｌのクロロホルムに添加して洗浄するため沈殿させ
る工程を２回繰り返す。この方法により、例えば、重合度が２～４のプロアントシアニジ
ンを２０重量％以上含有し、かつカテキン類を５重量％以上含有する、約５ｇの松樹皮抽
出物が得られる。ここで、抽出物中の特定成分の含有量は、抽出物の乾燥質量を基準とし
た値であり、以下においても同様である。
【００２９】
　松樹皮抽出物は、主な有効成分の一つとして、プロアントシアニジンを含有する。プロ
アントシアニジンは、フラバン－３－オールおよび／またはフラバン－３，４－ジオール
を構成単位とする重合度が２以上の縮重合体からなる化合物群をいう。プロアントシアニ
ジンは、植物が作り出す強力な抗酸化物質であり、植物の葉、樹皮、果実の皮および種に
集中的に含まれている。このプロアントシアニジンは、ヒトの体内では生成することがで
きない物質である。
【００３０】
　このプロアントシアニジンを含有する松樹皮抽出物を摂取した場合は、優れた脂質代謝
改善効果が得られる。松樹皮抽出物には、プロアントシアニジンとして重合度が２以上の
縮重合体が含有され、さらにカテキンなどが含有される。特に、重合度が低い縮重合体が
多く含まれるプロアントシアニジンが好ましく用いられる。重合度の低い縮重合体として
は、重合度が２～３０の縮重合体（２～３０量体）が好ましく、重合度が２～１０の縮重
合体（２～１０量体）がより好ましく、重合度が２～４の縮重合体（２～４量体）がさら
に好ましい。重合度が２～４の縮重合体（２～４量体）のプロアントシアニジンは、特に
体内に吸収されやすい。本明細書では、上記の重合度が２～４の重合体を、オリゴメリッ
ク・プロアントシアニジン（ｏｌｉｇｏｍｅｒｉｃ　ｐｒｏａｎｔｈｏｃｙａｎｉｄｉｎ
、以下「ＯＰＣ」という）という。
【００３１】
　松樹皮抽出物は、２～４量体のプロアントシアニジン（即ち、ＯＰＣ）を、松樹皮抽出
物の乾燥質量基準で、１５重量％以上、より好ましくは２０重量％以上、さらに好ましく
は３０重量％以上含有する抽出物であることがより好ましい。
【００３２】
　また、松樹皮抽出物は、５量体以上のプロアントシアニジンを、松樹皮抽出物の乾燥質
量基準で、１０重量％以上、より好ましくは１５重量％以上含有する抽出物であることが
好ましい。
【００３３】
　松樹皮抽出物には、さらにカテキン（ｃａｔｅｃｈｉｎ）類が含有され得る。松樹皮抽
出物におけるカテキン類の含有量は、松樹皮抽出物の乾燥質量基準で、好ましくは５重量
％以上であり、より好ましくは１０重量％以上である。
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【００３４】
　カテキン類は、上述した抽出方法によって、プロアントシアニジン（例えば、ＯＰＣ）
と共に抽出され得る。カテキン類とは、ポリヒドロキシフラバン－３－オールの総称であ
る。カテキン類としては、（＋）－カテキン（狭義のカテキンと呼ばれる）、（－）－エ
ピカテキン、（＋）－ガロカテキン、（－）－エピガロカテキン、エピガロカテキンガレ
ート、エピカテキンガレート、アフゼレキンなどが知られている。
【００３５】
　松樹皮抽出物からは、上述の（＋）－カテキンの他、ガロカテキン、アフゼレキン、な
らびに（＋）－カテキンまたはガロカテキンの３－ガロイル誘導体が単離されている。カ
テキン類には、発癌抑制作用、活性酸素やフリーラジカルの消去作用、および抗酸化作用
などがあることが知られている。また、カテキン類には、血糖の上昇を抑制する抗糖尿病
効果があることが知られている。カテキン類は、単独では水溶性が乏しく、その生理活性
が低いが、ＯＰＣの存在下では、水溶性が増すと同時に活性化する性質がある。従って、
カテキン類はＯＰＣと共に存在することで効果的に作用する。
【００３６】
　カテキン類は、松樹皮抽出物に、５重量％以上含有されていることが好ましい。また、
ＯＰＣを２０重量％以上、かつ５量体以上のプロアントシアニジンを１０重量％以上含有
する松樹皮抽出物に、カテキン類が５重量％以上含有されていることがより好ましい。例
えば、松樹皮抽出物のカテキン類含有量が５重量％未満の場合、含有量が５重量％以上と
なるようにカテキン類を添加してもよい。すなわち、カテキン類を５重量％以上含有し、
ＯＰＣを２０重量％以上含有し、かつ５量体以上のプロアントシアニジンを１０重量％以
上含有する松樹皮抽出物を用いることがさらに好ましい。
【００３７】
　（コラーゲンについて）
　本発明の外用剤に配合されるコラーゲンは、動物の生体を構成する繊維状の硬質蛋白の
総称及び、これを加水分解して得られる可溶性蛋白（コラーゲンペプチド）や、コラーゲ
ン分子をプロテアーゼで処理し、テロペプチド部分を取り除いたアテロコラーゲンを含む
概念であり、基源となる動物は陸上動物、水棲動物を問わない。具体的な基源となる動物
としては、牛、豚、羊などの陸上動物、魚類などの水棲動物などが好ましい。これらの動
物の骨格蛋白を水性担体で抽出したり、プロテアーゼなどで加水分解した後、可溶性部分
を抽出したもの等が好ましく例示できる。特に好ましいものは、魚類を基源とし、それを
加水分解し、可溶性にしたものである。又、好ましい分子量は、平均分子量が３０００～
１０００００である。このような平均分子量のコラーゲンを得るためには、コラーゲンを
加水分解することによって分子サイズを小さくし、所望により限外濾過などにより、分子
量分布を調整することが好ましい。なお、この様なコラーゲンは、既に外用剤（例えば、
化粧品）として利用可能な市販品が存在するため、それを使用してもよい。
【００３８】
　（成長因子について）
　本発明の外用剤に配合される成長因子とは、体内において、特定の細胞の増殖や分化を
促進する内因性のタンパク質の総称である。本発明の外用剤に配合される成長因子として
は、前述の通り、ＥＧＦ、ＦＧＦ、ＴＧＦ、ＩＧＦ、ＨＧＦ、ＥＧＦ様成分を例示するこ
とができる。
【００３９】
　なお、上述したＥＧＦ様成分としては、ツバメの巣に含有されるＥＧＦ様成分を例示す
ることができる。このＥＧＦ様成分については、外用剤として利用可能なツバメの巣が既
に存在するため、このツバメの巣から予めＥＧＦ様成分を抽出した後、これを外用剤に配
合してもよい。なお、ＥＧＦ様成分のみを抽出する以外にも、ツバメの巣からエキスを抽
出し、そのツバメの巣エキスを外用剤に配合してもよい。
【００４０】
　（本発明の外用剤について）
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　本発明の外用剤は、松樹皮抽出物、コラーゲンおよび成長因子を配合している。
【００４１】
　また、本発明の外用剤に配合する成長因子の量は特に制限はないが、外用剤総重量に対
し、０．０００１～０．５重量％配合していることが好ましい。
【００４２】
　また、本発明の外用剤に配合する松樹皮抽出物の量は特に制限はないが、成長因子１重
量部に対し、０．０１～１００重量部配合していることが好ましく、更には、外用剤総重
量に対し、０．００１～１重量％配合していることが好ましい。
【００４３】
　本発明の外用剤には、松樹皮抽出物、コラーゲン、成長因子の他に、外観、使用感およ
び保存安定性をより向上させるために、必要に応じて、当業者が外用剤に通常用いる基剤
および添加剤を含有しても良い。更に、本発明の外用剤の有する機能をより増強したり、
補填したりする目的で、様々な助剤を添加することも可能である。
【００４４】
　なお、上述の基剤としては、グリセロール、エタノール、パラベン、またはブチレング
リコールなどが挙げられる。また、上述の添加剤としては、賦形剤（シリコン系ポリマー
）、香料、色素、保存剤（パラベンなど）、増粘剤（シリコン系ポリマー、アクリル系ポ
リマー、カルボキシビニル系ポリマーなど）、キレート剤（ＥＤＴＡなど）、甘味料（ス
クラロースなど）、清涼剤（メントールなど）、防腐防黴剤（フェノキシエタノールなど
）等が挙げられる。
【００４５】
　また、上述の助剤としては、例えば、他の薬効成分や他の油剤（リノール酸、リノレン
酸、パルミチン酸、ＤＨＡ、ＥＰＡなどの不飽和脂肪酸およびその誘導体や亜麻仁油、ヤ
シ油、ホホバ油、オリーブ油、スクワラン、スクワレン、馬油、コメヌカ油、ヒマシ油な
どの動植物より抽出された油およびその誘導体など）、保湿剤（コラーゲンまたはその分
解物、カロットエキスなどの含まれるコラーゲン類似ペプチド、大豆ペプチド、アミノ酸
、ヒアルロン酸などのムコ多糖類、コンドロイチンなどのアミノ酸、トレハロースなどの
糖類、海藻類、アルギン酸、グルコマンナン、ペクチンなどの水溶性食物繊維、リン脂質
など）、界面活性剤（レシチンや脂肪酸エステル、アミノ酸誘導体など）、紫外線吸収剤
（酸化亜鉛や酸化チタンなど）、吸収促進剤等が挙げられる。
【００４６】
　上述の助剤の１つである薬効成分としては、ポリフェノール化合物、ビタミン剤（ビタ
ミン類、ビタミン様作用因子、これらの塩または誘導体など）、抗炎症剤、細胞賦活剤、
ホルモン剤などやこれらの効能を有する動植物由来の抽出物が挙げられる。
【００４７】
　ポリフェノール化合物としては、例えば、カテコール、ガロカテキン、エピガロカテキ
ン、ガロカテキンガレート、エピガロカテキンガレート、タンニン酸（ガロイル没食子酸
）、ハマメリタンニン（１，５－ジガロイルハマメロース）、カフェー酸誘導体、および
没食子酸が挙げられる。ポリフェノール化合物には、種々のピロガロールタンニン、カテ
コールタンニンなども含まれる。
【００４８】
　ビタミン剤としては、ビタミンＡ類（レチノール、レチナール、レチノイン酸、３－デ
ヒドロレチノール、３－デヒドロレチナール、３－デヒドロレチノイン酸など）；プロビ
タミンＡ類（α－カロテン、β－カロテン、γ－カロテン、クリプトキサンチンなど）；
ビタミンＢ群（チアミン（ビタミンＢ１）、リボフラビン（ビタミンＢ２）、ピリドキシ
ン、ピリドキサール、ピリドキサミン（以上、ビタミンＢ６）、コバラミン（ビタミンＢ
１２）、ニコチン酸、ニコチンアミド、パントテン酸、ビオチン（ビタミンＨ）、葉酸（
ビタミンＭ）など）；アスコルビン酸（ビタミンＣ）；ビタミンＤ類（エルゴカルシフェ
ロール（ビタミンＤ２）、コレカルシフェノール（ビタミンＤ３）など）、プロビタミン
Ｄ類（７－デヒドロコレステロール、エルゴステロールなど）；ビタミンＥ類（α－トコ
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フェノール、β－トコフェノール、γ－トコフェノール、δ－トコフェノール、α－トコ
トリエノール、β－トコトリエノール、γ－トコトリエノール、δ－トコトリエノールな
ど）；ビタミンＫ類（フィロキノン（ビタミンＫ１）、メナキノン（ビタミンＫ２）、メ
ナジオン（ビタミンＫ３）など）等が挙げられる。立体異性体や光学異性体を有するもの
については、いずれの異性体も用いることができ、ｃｉｓ体およびｔｒａｎｓ体混合物や
セラミ体を用いることもできる。
【００４９】
　ビタミン様作用因子としては、リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸などの必須脂肪
酸（ビタミンＦ類）；オロト酸（ビタミンＢ１３）、カルチニン（ビタミンＢＴ）、ｍｙ
ｏ－イノシトール、コリン、ルチン、ヘスペリジン、エリオシトルリンなどのビタミンＰ
類；メチオニンメチルスルホニウム（ビタミンＵ）；パントテニルアルコール等が挙げら
れる。立体異性体や光学異性体を有するものについては、いずれの異性体も用いることが
でき、ｃｉｓ体およびｔｒａｎｓ体混合物やセラミ体を用いることもできる。
【００５０】
　上述のビタミン類またはビタミン様作用因子の塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩
などのアルカリ金属塩；マグネシウム塩、カルシウム塩などのアルカリ土類金属塩；塩酸
塩、硫酸塩、アンモニウム塩などの無機塩；乳酸塩、酢酸塩、トリエタノールアミン塩な
どの有機塩が挙げられる。上述のビタミン類またはビタミン様作用因子の誘導体としては
、アルキルエステル、アルケニルエステル、アリールエステル、燐酸エステル、硫酸エス
テル、ホスファチジルエステル、グルコシド、ガラクトシド、マルトシド、ラクトシドな
どの配糖体等が挙げられる。
【００５１】
　本発明においては、上述のビタミン類、ビタミン様作用因子、またはこれらの塩もしく
は誘導体として動植物や藻類および微生物などより抽出、精製して得られた天然由来のも
のや、化学的もしくは酵素反応を利用して合成したものを用いることができる。
【００５２】
　細胞賦活剤としては、酵母抽出物および酵母培養上清、アスパラガス（Ａｓｐａｒａｇ
ｕｓ）属植物、アボカド（Ｐｃｒｓｃａ　ａｍｃｒｉｃａｎａ　Ｍｉｌｌ．）、アロエ（
Ａｌｏｃ）属植物、アンズ（Ｐｒｕｎｕｓ　ａｒｍｅｎｉａｃａ　Ｌ．　ｖａｒ．　ａｎ
ｓｕ　Ｍａｘｉｍ．）、イチョウ（Ｇｉｎｋｇｏ　ｂｉｌｏｂａ　Ｌ．）、イヌブナ（Ｆ
ａｇｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃａ　Ｍａｘｉｍ．）、オオニンニク（Ａｌｌｉｕｍ　ｓａｔｉ
ｖｕｍ　Ｌ．ｆ．　ｐｅｋｉｎｅｎｓｅ　Ｍａｋｉｎｏ）、オタネニンジン（Ｐａｎａｘ
　ｇｉｎｓｅｎｇ　Ｃ．Ａ．Ｍｅｙｅｒ）、カミツレ（Ｍａｔｒｉｃａｒｉａ　ｃｈａｍ
ｏｍｉｌｌａ　Ｌ．）、キハダ（Ｐｈｅｌｌｏｄｅｎｄｒｏｎ　ａｍｕｒｅｎｓｅ　Ｒｕ
ｐｒ．）およびその同属植物、キュウリ（Ｃｕｃｕｍｉｓ　ｓａｔｉｖｕｓ　Ｌ．）、キ
ンセンカ（Ｃａｌｅｎｄｕｌａ　ａｒｖｅｎｓｉｓ　Ｌ．）、シイタケ（Ｌｅｎｔｉｎｕ
ｓ　ｅｄｏｄｅｓ　Ｓｉｎｇ．）、シナサルナシ（キウイ）（Ａｃｔｉｎｉｄｉａ　ｃｈ
ｉｎｅｎｓｉｓ　Ｐｌａｎｃｈ．）、スギナ（Ｅｑｕｉｓｅｔｕｍ　ａｒｖｅｎｓｅ　Ｌ
．）、セイヨウトチノキ（Ａｅｓｃｕｌｕｓ　ｈｉｐｐｏｃａｓｔａｎｕｍ　Ｌ．）、セ
イヨウニンニク（Ａｌｌｉｕｍ　ｓａｔｉｖｕｍ　Ｌ．）、センブリ（Ｓｗｅｒｔｉａ　
ｊａｐｏｎｉｃａ　Ｍａｋｉｎｏ）、タマサキツヅラフジ（Ｓｔｅｐｈａｎｉａ　ｃｅｐ
ｈａｒａｎｔｈａ　Ｈａｙａｔａ）、チシャ（レタス）（Ｌａｃｔｕｃａ　ｓａｔｉｖａ
　Ｌ．）、トウガラシ（Ｃａｐｓｉｃｕｍ　ａｎｎｕｕｍ　Ｌ．）、トウキンセンカ（Ｃ
ａｌｅｎｄｕｌａ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ　Ｌ．）、トチノキ（Ａｅｓｃｕｌｕｓ　ｔ
ｕｒｂｉｎａｔａ　Ｂｌｕｍｅ）、ニンジン（Ｄａｕｃｕｓ　ｃａｒｏｔａ　Ｌ．）、ブ
クリョウ（マツホド）（Ｐｏｒｉａ　ｃｏｃｏｓ　Ｗｏｌｆ）、ブドウ（Ｖｉｔｉｓ　ｖ
ｉｎｉｆｅｒａ　Ｌ．）、ブナ（Ｆａｇｕｓ　ｃｒｅｎａｔａ　Ｂｌｕｍｅ）、ヘチマ（
Ｌｕｆｆａ　ｃｙｌｉｎｄｒｉｃａ　Ｍ．Ｒｏｅｍｅｎ）、ベニバナ（Ｃａｒｔｈａｍｕ
ｓ　ｔｉｎｃｔｏｒｉｕｓ　Ｌ．）、マンネンロウ（Ｒｏｓｍａｒｉｎｕｓ　ｏｆｆｉｃ
ｉｎａｌｉｓ　Ｌ．）、ミカン（Ｃｉｔｒｕｓ）属植物、ムクロジ（Ｓａｐｉｎｄｕｓ　



(9) JP 2012-201670 A 2012.10.22

10

20

30

40

50

ｍｕｋｕｒｏｓｓｉ　Ｇａｅｒｔｎ．）、ムラサキ（Ｌｉｔｈｏｓｐｅｒｍｕｍ　ｏｆｆ
ｉｃｉｎａｌｅ　Ｌ．　ｖａｒ．　ｅｒｙｔｈｒｏｒｈｉｚｏｎ　Ｍａｘｉｍ．）、ユー
カリノキ（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）属植物、ユリ（Ｌｉｌｉｕｍ）属植物の各抽出物、ヒ
ドロキシ脂肪酸およびその誘導体ならびにそれらの塩、核酸およびその関連物質、卵殻膜
より抽出されたタンパク質および異性化糖の混合物などが挙げられる。細胞賦活剤は、１
種単独でまたは２種以上を組み合わせて用いても良い。
【００５３】
　リン脂質もまた細胞賦活剤として用いることができる。リン脂質は、保湿効果もあるた
め有用である。リン脂質としては、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールア
ミン、ホスファチジルセリン、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルグリセロー
ル、ジホスファチジルグリセロール（カルジオリピン）、ホスファチジン酸などのグリセ
ロリン脂質、リゾホスファチジルコリン（リゾレシチン）、リゾホスファチジルエタノー
ルアミン、リゾホスファチジルセリン、リゾホスファチジルイノシトール、リゾホスファ
チジルグリセロール、リゾホスファチジン酸などのリゾグリセロリン脂質、スフィンゴミ
エリンなどのスフィンゴリン脂質、及びこれらの水素添加物などが挙げられる。リン脂質
は、例えば、大豆、卵黄など動植物から抽出、分離したり、あるいは化学的もしくは酵素
的方法により合成することによって得ることができる。
【００５４】
　抗炎症剤としては、コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニ
ゾロン、デキサメタゾン、ベタメタゾン、トリアムシノロン、トリアムシノロンアセトニ
ド、フルオシノロンアセトニド、フルオシノニド、ベクロメタゾン、これらの塩（リン酸
塩、プロピオン酸塩、酢酸塩、コハク酸塩など）などのステロイド性抗炎症剤；サリチル
酸、サリチル酸誘導体（アスピリン、サリチルアミド、エテンザミド、サリチル酸メチル
など）、インドール酢酸誘導体（インドメタシン、スリンダクなど）、ピラゾリジンジオ
ン誘導体（フェニルブタゾン、オキシフェンブタゾンなど）、アントラニル酸誘導体（メ
フェナム酸、フルフェナム酸など）、プロピオン酸誘導体（イブプロフェン、ケトプロフ
ェン、ナプロキセンなど）、フェニル酢酸誘導体（ジクロフェナック、フェンブフェン、
ブフェキサマクなど）、ベンゾチアジン誘導体（ピロキシカムなど）などの非ステロイド
性抗炎症剤；グリチルリチン酸またはその塩もしくは誘導体（グリチルリチン酸ジカリウ
ム、グリチルリチン酸モノアンモニウムなど）；グリチルレチン酸またはその塩もしくは
誘導体（グリチルレチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルレチニル、３－サクシニル
オキシグリチルレチン酸二ナトリウムなど）；アズレン誘導体（グアイアズレン、グアイ
アズレンスルホン酸エチル、グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、カマズレンなど）；
アラントイン；アロイン；アロエエモジン；シコニンまたはその誘導体（イソブチルシコ
ニン、アセチルシコニン、イソバレリルシコニンなど）；ギンセノシド（ギンセノシドＲ
ａ１、ギンセノシドＲａ２、ギンセノシドＲｂ１など）；ギンセノシド誘導体（２０－グ
ルコギンセノシドＲｆなど）；ペオニフロリン；ペオノールおよびその誘導体（ペオノシ
ド、ペオノリド）等が挙げられる。
【００５５】
　また、抗炎症剤としては、植物抽出物も利用することができる。利用可能なものとして
は、例えば、オウゴン（Ｓｃｕｔｅｌｌａｒｉａｅ　Ｒａｄｉｘ）、カンゾウ（Ｇｌｙｃ
ｙｒｒｈｉｚａｅ　Ｒａｄｉｘ）、クジン（Ｓｏｐｈｏｒａｅ　Ｒａｄｉｘ）、サイコ（
Ｂｕｐｌｅｕｒｉ　Ｒａｄｉｘ）、シャクヤク（Ｐａｅｏｎｉａｅ　Ｒａｄｉｘ）、ショ
ウマ（Ｃｉｍｉｃｉｆｕｇａｅ　Ｒｈｉｚｏｍａ）、タイソウ（Ｚｉｚｙｐｈｉ　Ｆｒｕ
ｃｔｕｓ）、チモ（Ａｎｅｍａｒｒｈｅｎａｅ　Ｒｈｉｚｏｍａ）、ボタンピ（Ｍｏｕｔ
ａｎ　Ｃｏｒｔｅｘ）、リュウタン（Ｇｅｎｔｉａｎａｅ　Ｓｃａｂｒａｅ　Ｒａｄｉｘ
）、レンギョウ（Ｆｏｒｓｙｔｈｉａｅ　Ｆｒｕｃｔｕｓ）等の抽出物が挙げられる。
【００５６】
　ホルモン剤としては、エストラジオールまたはその誘導体、植物性のホルモン様物質（
例えば、ゲネスチンやダイゼンなどのイソフラボン類）が挙げられる。
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【００５７】
　本発明の外用剤を口腔の粘膜などに適用する場合、必要に応じて、以下に列挙する成分
が含有され得る。このような成分としては、例えば、ローヤルゼリー、プロポリス、ビタ
ミン類（Ａ、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ６、Ｂ１２、ナイアシン、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｋ、葉酸、パントテ
ン酸、ビオチン、これらの誘導体など）、ミネラル（鉄、マグネシウム、カルシウム、亜
鉛など）、セレン、キチン、キトサン、レシチン、ポリフェノール（フラボノイド、これ
らの誘導体など）、カロテノイド（リコピン、アスタキサンチン、ゼアキサンチン、ルテ
インなど）、キサンチン誘導体（カフェインなど）、タンパク質またはペプチド（大豆タ
ンパク、コラーゲン、エラスチン、シルク、これらの分解物など）、ムコ多糖類（ヒアル
ロン酸、コンドロイチン、デルマタン、ヘパラン、ヘパリン、ケタラン、これらの誘導体
など）、アミノ糖（グルコサミン、アセチルグルコサミン、ガラクトサミン、アセチルガ
ラクトサミン、ノイラミン酸、アセチルノイラミン酸、ヘキソサミン、それらの塩など）
、アミノ酸（プロリン、グリシン、アルギニン、グルタミン酸など）、オリゴ糖（イソマ
ルトオリゴ糖、環状オリゴ糖など）、リン脂質（ホスファチジルコリン、ホスファチジル
セリンなど）、スフィンゴ脂質およびその誘導体（スフィンゴミエリン、セラミドなど）
、含硫化合物（アリイン、セパエン、タウリン、グルタチオン、メチルスルホニルメタン
など）、リグナン類（セサミンなど）、真珠粉末、ゴレンシ抽出物、ザクロ種子抽出物、
およびこれらを含有する動植物抽出物、根菜類（ショウガなど）などが挙げられる。特に
、ムコ多糖類、アミノ糖、カロテノイド、タンパク質またはペプチド（特にコラーゲン、
エラスチン、ラミニンおよびこれらの分解物）、アミノ酸、リン脂質、スフィンゴ脂質が
好ましく含有され得る。
【００５８】
　本発明の外用剤は、経皮投与および経粘膜投与のために、皮膚または粘膜（口腔内粘膜
を含む）に適用可能である任意の形態をとり得る。本発明の外用剤の剤形は、例えば、ロ
ーション剤、乳剤、ゲル剤、クリーム剤、軟膏剤、粉末剤、顆粒剤、錠剤などにすること
ができる。本発明の外用剤は、化粧品、医薬品、医薬部外品、トイレタリー用品、口腔用
製剤などとして使用できる。これらは、必要に応じて当業者が通常用いる成分を含有し、
当業者が通常用いる方法に従って調製され得る。
【００５９】
　化粧品の場合、例えば、洗浄用化粧料、基礎化粧料、仕上げ化粧料、頭髪用化粧料とし
て利用することもできる。極性水と有効成分とを予め混合した後、当業者が通常用いる成
分を添加することによって、有効成分の効果を高めた化粧料を得ることができる。洗浄用
化粧料としては、洗顔剤、石鹸、シャンプー、ヘアリンス、トリートメント、ボディシャ
ンプーなどが挙げられる。基礎化粧料としては、化粧水、化粧クリーム、乳液、パックな
どが挙げられる。仕上げ用化粧料としては、ファンデーション、白粉、口紅、リップグロ
ス、頬紅、アイシャドーなどが挙げられる。医薬品としては、育毛剤、水性軟膏、油性軟
膏、目薬、アイウォッシュ、シップ、ゲルなどが挙げられる。口腔へ適用する口腔用製剤
としては、歯磨き剤、マウスウォッシュ、スプレー、トローチなどが挙げられる。
【００６０】
　本発明の外用剤は、経皮投与および経粘膜投与のために、皮膚または粘膜（口腔内粘膜
を含む）に適用可能である。本発明の外用剤は、上述したような形態とされ、その形態で
の投与または適用に通常用いられる手順（例えば、塗布、口腔内での溶解など）に従って
、個体に投与または適用され得る。
【実施例】
【００６１】
　以下、本発明の実施例について説明する。なお、本発明は、実施例に限定して解釈され
るものではなく、特許請求の範囲における記載の範囲内で種々の変更が可能である。
【００６２】
　（外用剤を使用した肌水分量測定試験）
　松樹皮抽出物、コラーゲンおよびＥＧＦを配合した外用剤（本実施例においては、以後
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、「試験外用剤」と称す）について、比較例と共に、肌の水分量を測定する試験（肌水分
量測定試験）を実施し、この試験外用剤の優位性について評価を行った。
【００６３】
　肌水分量測定試験を実施する前に、まず、表１に示す試験外用剤および比較例１～４の
計５種類の溶液を調製した。具体的には、試験外用剤として、松樹皮抽出物の粉末（商品
名：フラバンジェノール、東洋新薬製（「フラバンジェノール」は株式会社東洋新薬の登
録商標））、加水分解したコラーゲンの粉末、ＥＧＦの粉末および純水を混合した。この
とき、試験外用剤全体に対して、フラバンジェノール（登録商標）を０．０１重量％配合
し、コラーゲンを０．１重量％配合し、ＥＧＦを０．０００１重量％配合すると共に、残
部を純水とした溶液を調製した。
【００６４】
　また、比較例１として、フラバンジェノール（登録商標）の粉末、加水分解したコラー
ゲンの粉末および純水を混合した。このとき、混合溶液全体に対して、フラバンジェノー
ル（登録商標）を０．０１重量％配合し、コラーゲンを０．１重量％配合すると共に、残
部を純水とした溶液を調製した。また、比較例２として、フラバンジェノール（登録商標
）の粉末、ＥＧＦの粉末および純水を混合した。このとき、混合溶液全体に対して、フラ
バンジェノール（登録商標）を０．０１重量％配合し、ＥＧＦを０．０００１重量％配合
すると共に、残部を純水とした溶液を調製した。更に、比較例３として、加水分解したコ
ラーゲンの粉末、ＥＧＦの粉末および純水を混合した。このとき、混合溶液全体に対して
、コラーゲンを０．１重量％配合し、ＥＧＦを０．０００１重量％配合すると共に、残部
を純水とした溶液を調製した。なお、比較例４としては、純水のみを用いた。
【００６５】
　（表１）

【００６６】
　肌水分量測定試験は次の順序で実施した。まず、被験者２名の両腕の前腕部分を石鹸で
洗浄し、タオルドライを行った。その後、被験者を安静な状態にした上で、室内にて１５
分間の馴化を行った。馴化中に、４ｃｍ×４ｃｍの枠を合計５つ、両前腕部分に黒マジッ
クで記載した。１５分間の馴化終了後、枠内の水分量を測定装置を用いて測定した。
【００６７】
　次に、試験外用剤および比較例１～４の計５つの各溶液６０μＬを、それぞれ別々の枠
内に滴下し、各溶液が枠内で均一に拡がるよう指にて塗り広げた。そして、被験者を室内
にて安静な状態にした上で、塗布５分後と塗布３０分後に、各枠内の水分量を測定装置を
用いて測定した。なお、枠内の水分量の測定には、アイ・ビイ・エス株式会社製の表皮角
層水分量測定装置：ＳＫＩＣＯＮ－２００ＥＸを用いた。また、室内環境は、温度２６～
２８℃、湿度４０～５０％とした。
【００６８】
　各枠内の水分量の測定後、塗布５分後における水分量の変化度および塗布３０分後にお
ける水分量の変化度を、次の式１を用いて算出した。
【００６９】
　（式１）
水分量の変化度＝溶液塗布後における水分量の測定値／溶液塗布前における水分量の測定
値
【００７０】
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　なお、式１から分かるように、水分量の変化度が、１未満であれば、塗布後の水分量は
塗布前の水分量未満であることを示し、１以上であれば、塗布後の水分量は塗布前の水分
量以上であることを示している。特に、塗布後の水分量が塗布前の水分量よりも多いほど
、即ち、溶液の保湿性が高いほど、式１では、水分量の変化度が１より大きくなる結果を
示す。
【００７１】
　溶液塗布５分後および溶液塗布３０分後における水分量の変化度（各被験者の平均値）
を表２に示す。
【００７２】
　（表２）

【００７３】
　表２に示す通り、溶液塗布５分後の水分量の変化度（平均値）については、比較例１～
４の値が、１．３３～１．４４に留まるのに対し、試験外用剤の値は、１．８１となって
おり、比較例１～４と比べて、高い保湿性を示していることが分かる。
【００７４】
　また、溶液塗布３０分後の水分量の変化度（平均値）についても、表２に示す通り、比
較例１～４の値が、１．０８～１．１５に留まるのに対し、試験外用剤の値は、１．２９
となっており、比較例１～４と比べて、高い保湿性を持続できることが分かる。
【００７５】
　このように、松樹皮抽出物、コラーゲンおよびＥＧＦを配合した外用剤（試験外用剤）
は、比較例１，３と比べて、具体的には、松樹皮抽出物およびコラーゲンを配合した溶液
や、コラーゲンおよびＥＧＦを配合した溶液と比べて、高い保湿性を持続することができ
る。この結果から、松樹皮抽出物、コラーゲンおよびＥＧＦを配合した外用剤（試験外用
剤）は、肌の保湿性を向上させる成分としてコラーゲンのみを配合した外用剤と比べて、
肌の保湿性をより向上させることができる。
【００７６】
　（実施例２：クリーム剤の製造）
　以下の成分を配合して、クリームを調製した。
〈クリームの成分〉                          配合量（重量％）
流動パラフィン                              　８．００
ジメチコン                                  　５．００
ベヘニルアルコール                          　４．５０
オクチルドデカノール                              　１．００
スクワラン                                  　２．００
リンゴ酸ジイソステアリル                    　３．００
パルチミン酸イソプロピル                    　２．００
ステアリン酸グリセリル                      　４．００
加水分解コラーゲン（分子量：１０００００）  　０．０１
松樹皮抽出物                                　０．００１
ツバメの巣エキス                            　０．１０
グリセリン                                  　５．００
１，３ブチレングリコール                    　４．００
キサンタンガム                              　０．３０
メチルパラベン                              　０．３０
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純水                                        　残部
【００７７】
　上述の実施例２により、松樹皮抽出物、コラーゲンおよびツバメの巣エキス（ＥＧＦ様
成分）を配合したクリームの製造が可能であることが分かる。
【００７８】
　（実施例３：化粧水の製造）
　以下の成分を配合して、化粧水を調製した。
〈化粧水の成分〉                            配合量（重量％）
ＰＥＧ－６０水添ヒマシ油                    　１．５０
スクワラン                                  　０．１０
エタノール                                  　８．００
加水分解コラーゲン（分子量：７０００）            　０．１０
松樹皮抽出物                                　０．０００１
ＦＧＦ                                      　０．０００１
メチルパラベン                              　０．１０
１，３ブチレングリコール                    　８．００
ＰＥＧ－３０                                　３．００
グリセリン                                  　５．００
純水                                        　残部
なお、ＦＧＦとは、Ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ、即ち、線維芽
細胞成長（増殖）因子を示している。
【００７９】
　上述の実施例３より、松樹皮抽出物、コラーゲンおよびＦＧＦを配合した化粧水の製造
が可能であることが分かる。
【００８０】
　（実施例４：ボディローションの製造）
　以下の成分を配合して、ボディローションを調製した。
〈ボディローションの成分〉                        配合量（重量％）
ＰＥＧ－６０水添ヒマシ油                    　０．２０
ホホバ油                                    　０．０５
エタノール                                  １０．００
加水分解コラーゲン（分子量：３０００）            　０．１０
松樹皮抽出物                                　０．０３
ＴＧＦ                                      　０．００１
メチルパラベン                              　０．１０
１，３ブチレングリコール                    　３．００
ＰＥＧ－３０                                　１．００
グリセリン                                  　１．００
純水                                        　残部
なお、ＴＧＦとは、Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎｇ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ、即ち、ト
ランスフォーミング成長因子を示している。
【００８１】
　上述の実施例４より、松樹皮抽出物、コラーゲンおよびＴＧＦを配合したボディローシ
ョンの製造が可能であることが分かる。
【００８２】
　（実施例５：洗顔パウダーの製造）
　以下の成分を配合して、洗顔パウダーを調製した。
〈洗顔パウダーの成分〉                      配合量（重量％）
ラウロイルグルタミン酸Ｎａ                        ２５．００
ココイルグルタミン酸Ｎａ                    １３．００
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シリカ                                      １５．００
マルチトール                                ２０．００
アルギン酸Ｎａ                              　２．００
加水分解コラーゲン（分子量：１００００）          　０．５０
松樹皮抽出物                                　０．１０
ＩＧＦ                                      　０．１０
コーンスターチ                              ２４．１０
メチルパラベン                              　０．２０
なお、ＩＧＦとは、Ｉｎｓｕｌｉｎ－ｌｉｋｅ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ、即ち、イ
ンスリン様成長因子を示している。
【００８３】
　上述の実施例５により、松樹皮抽出物、コラーゲンおよびＩＧＦを配合した洗顔パウダ
ーの製造が可能であることが分かる。
【００８４】
　（実施例６：ファンデーションの製造）
　以下の成分を配合して、ファンデーションを調製した。
〈ファンデーションの成分〉                        配合量（重量％）
ラウロイルリジン                            　２．８５
（タルク・ケイフッ化Ｋ）焼成物              ４５．００
タルク                                      １２．００
酸化チタン                                  　５．００
ポリメタクリル酸メチル                      １１．００
カオリン                                    　５．００
シリカ                                      　２．００
酸化亜鉛                                    １０．００
黄酸化鉄                                    　０．３０
ベンガラ                                    　０．２０
黒酸化鉄                                    　０．０５
加水分解コラーゲン（分子量：３０００）            　１．００
松樹皮抽出物                                　１．００
ＨＧＦ                                      　０．５０
メチルパラベン                              　０．１０
ジメチコン                                  　４．００
なお、ＨＧＦとは、Ｈｅｐａｔｏｃｙｔｅ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ、即ち、肝細胞
成長（増殖）因子を示している。
【００８５】
　上述の実施例６により、松樹皮抽出物、コラーゲンおよびＨＧＦを配合したファンデー
ションの製造が可能であることが分かる。
【００８６】
　（実施例７：石鹸の製造）
　以下の成分を配合して、石鹸を調製した。
〈石鹸の成分〉                              配合量（重量％）
カリ石鹸素地                                ７５．００
ミリスチン酸                                　１．５０
パルミチン酸                                　１．００
ラウリン酸                                  　１．００
塩化Ｎａ                                    　０．５０
グリセリン                                  　２．００
加水分解コラーゲン（分子量：３００００）          　０．５０
松樹皮抽出物                                　０．５０
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ＥＧＦ                                      　０．００１
ＦＧＦ                                      　０．００１
ＩＧＦ                                      　０．００１
ＴＧＦ                                      　０．００１
ＨＧＦ                                      　０．００１
エチドロン酸４Ｎａ                          　０．０５
純水                                        　残部
【００８７】
　上述の実施例７により、松樹皮抽出物、コラーゲン、ＥＧＦ、ＦＧＦ、ＩＧＦ、ＴＧＦ
およびＨＧＦを配合した石鹸の製造が可能であることが分かる。
【００８８】
　このように、実施例１～７によれば、成長因子については、外用剤総重量に対し、０．
０００１～０．５重量％配合していることが分かる。また、松樹皮抽出物については、成
長因子１重量部に対し、０．０１～１００重量部を配合していることが分かる。加えて、
松樹皮抽出物については、外用剤総重量に対し、０．００１～１重量％配合していること
が分かる。
【００８９】
　以上、実施例に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施例に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能であることは容
易に推察できるものである。
【００９０】
　上述した肌水分量測定試験（実施例１）においては、試験外用剤に配合される成長因子
としてＥＧＦを用いたが、成長因子として、実施例２に示すように、ツバメの巣に含有さ
れるＥＧＦ様成分を用いた場合においても、実施例１における試験外用剤と同様の結果と
なることは容易に推察できる。これは、ツバメの巣に含有されるＥＧＦ様成分が、体内に
おいてＥＧＦと同様の作用を奏することによる。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明の外用剤は、松樹皮抽出物、コラーゲンおよび成長因子（特に、ＥＧＦまたはＥ
ＧＦ様成分）を配合しているので、肌の保湿性を向上させる成分としてコラーゲンのみを
配合した外用剤と比較して、肌の保湿性をより向上させることができる。よって、肌の保
湿性をより向上させることが必要な産業分野での利用が可能である。
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